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報告第１号  

 

   高松市・庵治町合併協議会規約について  

 

 高松市・庵治町合併協議会規約を別紙のとおり定めたので報告する。  

 

  平成１６年６月２日提出  

 

            高松市・庵治町合併協議会会長 増 田 昌 三  
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   高松市・庵治町合併協議会規約  

 

（協議会の設置）  

第１条 高松市及び庵治町（以下「１市１町」という。）は、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２５２条の２第１項及び市町村の合併の特例に関

する法律（昭和４０年法律第６号。以下「法」という。）第３条第１項の規

定に基づき、合併協議会を置く。  

（協議会の名称）  

第２条 この合併協議会は、高松市・庵治町合併協議会（以下「協議会」とい

う。）と称する。  

 （協議会の担任する事務）  

第３条 協議会は、次に掲げる事務を行う。  

(1) １市１町の合併に関する協議  

(2) 法第５条の規定に基づく建設計画の作成  

(3) 前２号に掲げるもののほか、１市１町の合併に関し必要な事項  

（協議会の事務所）  

第４条 協議会の事務所は、高松市に置く。  

 （組織）  

第５条 協議会は、会長及び委員（副会長である委員を含む。以下同じ。）を

もって組織する。  

 （会長）  

第６条 会長は、１市１町の長が協議し、第８条第１項の規定により委員とな

るべき者のうちから、これを選任する。  

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。  

３ 会長は、非常勤とする。  

 （副会長）  

第７条 副会長は、１市１町の長が協議し、次条第１項の規定による委員のう

ちから、これを選任する。  

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき

は、その職務を代理する。  
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 （委員）  

第８条 委員は、次の者をもって充てる。ただし、第６条第 １項の規定により

会長に選任された者については、委員となることができない。  

 (1) １市１町の長及び助役（複数の助役を置く場合にあっては長が指名する

助役 1 人とし、助役を置いていない場合にあっては収入役とする。）  

 (2) １市１町の議会の議長及び副議長  

(3) １市１町の議会の議員のうちからそれぞれの議会の選出した者各４人以

内  

 (4) １市１町のそれぞれの長が定めた学識経験を有する者各３人以内  

２ 前項に定める者のほか、必要に応じて１市１町の長が協議して定めた者を

委員として加えることができる。  

３ 委員は、非常勤とする。  

（会議）  

第９条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。  

２ 委員の総数の３分の１以上の委員が会議の招集を請求したときは、会長  

 は、これを招集しなければならない。  

３ 会議の開催場所及び日時は、会議に付すべき事項とともに会長があらかじ

め委員に通知しなければならない。  

 （会議の運営）  

第１０条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。  

２ 会議の議長は、会長がこれに当たる。  

３ 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に

定める。  

４ 会長は、必要に応じて１市１町の関係職員等を会議に出席させ、説明又は

助言を求めることができる。  

 （小委員会）  

第１１条  協議会は、担任事務の一部について調査、審議等を行うため小委員

会を置くことができる。  

２ 小委員会の組織、運営その他必要な事項は、会長が会議に諮り別に定め  

 る。  
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 （幹事会）  

第１２条  協議会に提案する事項について協議し、又は調整するため、協議会

に幹事会を置く。  

２ 幹事会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定め  

 る。  

 （事務局）  

第１３条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。  

２ 事務局に関し必要な事項は、１市１町の長が協議して定める。  

３ 協議会の事務に従事する職員は、１市１町の長が協議して定めた者をもっ

て充てる。  

 （経費）  

第１４条  協議会に要する経費は、１市１町の長の協議により、１市１町がそ

れぞれ負担する。  

 （監査）  

第１５条 協議会の出納の監査は、１市１町の監査委員各１人に委嘱して行  

 う。  

２ 前項の規定により委嘱を受けた監査委員は、監査の結果を会長に報告しな

ければならない。  

 （財務に関する事項）  

第１６条  協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、

１市１町の長が協議して定める。  

 （報酬及び費用弁償）  

第１７条  協議会の会長、委員及び監査委員は、報酬及びその職務を行うため

に要する費用弁償を受けることができる。  

２ 前項に定める報酬及び費用弁償の額並びに支給方法等については、１市１

町の長が協議して定める。  

 （協議会解散の場合の措置）  

第１８条  協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散の日をもっ

て打ち切り、会長であった者がこれを決算する。  

 （補則）  
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第１９条  この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要 な事項は、会長が

会議に諮り別に定める。  

 

   附 則  

 この規約は、１市１町の長が協議して定める日から施行する。  
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報告第２号  

 

   高松市・庵治町合併協議会規約に関する協議書について  

 

 高松市・庵治町合併協議会規約に関する協議書を別紙のとおり定めたので報

告する。  

 

  平成１６年６月２日提出  

 

            高松市・庵治町合併協議会会長 増 田 昌 三  
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   高松市・庵治町合併協議会規約に関する協議書  

 

 高松市及び庵治町（以下「１市１町」という。）は、高松市・庵治町合併協

議会規約（以下「規約」という。）に規定する１市１町の長が協議して定める

べき事項その他必要な事項について、次のとおり協議して定めたので、この書

面を取り交わす。  

 

協議して定めるべき事項  

 １ 規約第６条第１項（会長）  

 ２ 規約第７条第１項（副会長）  

 ３ 規約第８条第２項（委員）  

 ４ 規約第１３条第２項及び第３項（事務局）  

 ５ 規約第１４条（経費）  

 ６ 規約第１６条（財務に関する事項）  

 ７ 規約第１７条第２項（報酬及び費用弁償）  

 ８ 規約附則（施行日）  

 

協議して定めた事項  

 １ 会長  

   規約第６条第１項に規定する協議会の会長には、高松市長 増田昌三を

選任する。  

 ２ 副会長  

   規約第７条第１項に規定する協議会の副会長には、庵治町長  梶河正孝

を選任する。  

 ３ 委員  

   規約第８条第２項に規定する委員については、当分の間、置かないもの

とする。  

 ４ 事務局  

  (1) 規約第１３条第２項に規定する事務局に関し必要な事項については、  

高松市・庵治町合併協議会事務局規程（別紙１）のとおりとする。  
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  (2) 規約第１３条第３項に規定する協議会の事務に従事する職員について

は、１市１町の長がそれぞれ命じた職員とする  

 ５ 経費  

   規約第１４条に規定する協議会に要する経費については、次のとおりと

する。  

  (1) １市１町が負担すべき金額のうち、合併協議会の広報紙の発行及び配

布に要する経費に係る負担については、それぞれの市町に係る額を負担

する。  

  (2) １市１町が負担すべき金額のうち、前号の負担分以外のものについ  

   ては、１市１町が均等して負担する。  

 ６ 財務に関する事項  

   規約第１６条に規定する協議会の財務に関し必要な事項については、 

高松市・庵治町合併協議会財務規程（別紙２）のとおりとする。  

 ７ 報酬及び費用弁償  

   規約第１７条第２項に規定する報酬及び費用弁償の額等については、 

高松市・庵治町合併協議会委員等の報酬及び費用弁償に関する規程（別紙

３）のとおりとする。  

 ８ 施行日  

   規約附則に規定する施行期日は、平成１６年６月１日とする。  

 ９ 内容の変更  

   この協議書に定める内容を変更する場合は、別に変更協議書を取り交わ

すものとする。  

 １０ 定めのない事項  

   この協議書に定めるもののほか、必要な事項は、１市１町の長が協議し

て定めるものとする。  

 １１ 協議の発効  

   この協議は、平成１６年６月１日から発効する。  

 １２ 協議の失効  

   この協議は、協議会が解散したときにその効力を失うものとする。  
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 この協議の成立を証するため、本書２通を作成し、１市１町の長が記名押印

の上、各自１通を保有する。  

 

  平成１６年６月１日  

 

                 高松市  

                 高松市長   

 

                 庵治町  

                 庵治町長   
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   高松市・庵治町合併協議会事務局規程  

 

（趣旨）  

第１条 この規程は、高松市・庵治町合併協議会規約第１３条第２項の規定に

基づき、高松市・庵治町合併協議会（以下「協議会」という。）の事務局  

 （以下「事務局」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。  

（所掌事務）  

第２条 事務局は、次に掲げる事項を所掌する。  

 (1) 協議会の会議に関すること。  

 (2) 協議会の協議資料の作成に関すること。  

 (3) 協議会の広報に関すること。  

 (4) 協議会の庶務に関すること。  

 (5) その他協議会の運営に関し必要な事項  

 （組織及び事務分掌）  

第３条 前条各号に掲げる事務を処理するため、事務局に総務班、調整班及び

計画班を置く。  

２ 前項に規定する各班の分掌事務は、別表第１のとおりとする。  

 （職員等）  

第４条 事務局に事務局長、事務局次長その他必要な職員を置く。  

（職員の職務）  

第５条 事務局長は、協議会の会長（以下「会長」という。）の命を受け、事

務局の事務を統括し、職員を指揮監督する。  

２ 事務局次長は、事務局長の指揮監督を受け、次に掲げる職務を行う。  

 (1) 事務局内の連絡及び調整  

 (2) 事務局長の職務の補佐  

３ 事務局長に事故あるとき、又は事務局長が欠 けたときは、事務局次長がそ

の職務を代理する。  

４ その他の職員は、上司の命を受け、事務局の事務に従事する。  

 （決裁）  

第６条 会長が決裁する事項は、次のとおりとする。  

（別紙１）  



 

- 11 - 

 (1) 協議会の運営に関する基本方針の決定  

 (2) 協議会に提出する議案の決定  

 (3) 協議会の予算及び決算  

 (4) 規程等の制定改廃  

 (5) その他特に重要と認められる事項  

 （専決事項）  

第７条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。  

 (1) 物品の購入その他契約の締結に関すること。ただし、１件５０万円未満

のものに限る。  

 (2) 物品及び現金の出納に関すること。  

 (3) 事務局の運営に係る基本方針に関すること。  

 (4) 高松市及び庵治町との連絡調整に関すること。  

 (5) 実務上の調査並びに照会及び回答に関すること。  

 (6) 職員の休暇の承認、時間外勤務命令、休日勤務命令及び出張命令に関す

ること。  

 (7) その他軽易な事項に関すること。  

 （代決）  

第８条 会長が不在のときは、副会長がその事務を代決する。  

２ 会 長 及 び 副 会 長 が と も に 不 在 の と き は 、 事 務 局 長 が そ の 事 務 を 代 決 す  

 る。  

３ 会長、副会長及び事務局長がともに不在のときは、事務局次長がその事務

を代決する。  

 （文書の取扱い）  

第９条 事務局における文書の収受、発送、処理、保存その他文書の取扱いに

関し必要な事項は、高松市の例による。ただし、文書の記号については、  

 「高庵合」を用いるものとする。  

２ 事務を処理する場合の起案は、起案用紙（別記様式）を用いて行うものと

する。  

 （公印の取扱い）  

第１０条  協議会の公印の名称、ひな形、寸法、書体及び使用区分は、別表第
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２のとおりとする。  

２ 協議会の公印の保管は、事務局長が行う。  

 （職員の服務）  

第１１条  職員の服務及び勤務時間その他の勤務条件については、当該職員の

属する市町の例による。ただし、勤務時間の割振り並びに休憩時間及び休息

時間については、高松市の例による。  

 （職員の給与等）  

第１２条  職員の給与（時間外勤務手当及び休日勤務手当を除く。）、共済費

等については、当該職員の属する市町の負担とする。ただし、香川県からの

派遣職員については、別に定める。  

２ 職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び旅費については、高松市の例に

より協議会が支給する。  

 （委任）  

第１３条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。  

 

   附 則  

 この規程は、平成１６年６月１日から施行する。  
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別表第１（第３条関係）  

班 名  分   掌   事   務  

総 務 班  

１ 庶務及び会計に関すること。 
２ 合併の諸手続きに関すること。 
３ 協議会の会議に関すること。 
４ 合併に係る広報に関すること。 
５ 合併に係る資料の編さんに関すること。 
６ 人事に関すること。 
７ 報酬等の支給に関すること。 
８ 合併の方式に関すること。 
９ 合併の期日に関すること。 
10 市の名称に関すること。 
11 市の事務所の位置に関すること。 
12 議会議員の定数及び任期の取扱いに関すること。 
13 農業委員会委員の定数及び任期の取扱いに関すること。 
14 一般職の職員の身分の取扱いに関すること。 
15 特別職の身分の取扱いに関すること。 
16 国及び香川県との連絡調整に関すること。 
17 その他他の班に属さないこと。 

調 整 班  

１ 財産及び債務の取扱いに関すること。  
２ 地方税の取扱いに関すること。  
３ 条例、規則等の取扱いに関すること。 
４ 事務組織及び機構の取扱いに関すること。 
５ 町名・字名の取扱いに関すること。 
６ 使用料、手数料等の取扱いに関すること。 
７ 補助金、交付金等の取扱いに関すること。  
８ 公共的団体等の取扱いに関すること。 
９ 一部事務組合等の取扱いに関すること。 
10 国民健康保険事業の取扱いに関すること。 
11 介護保険事業の取扱いに関すること。  
12 消防団の取扱いに関すること。  
13 慣行の取扱いに関すること。 
14 電算システム事業の取扱いに関すること。 
15 各種事務事業の取扱いに関すること。  

計 画 班  
１ 市町建設計画に関すること。  
２ 財政計画に関すること。  
３ 予算編成に関すること。 
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別表第２（第１０条関係）  

 

名  称  ひ な 形  寸 法  書 体  使用区分  

高 松 市 ・ 庵 治
町 合 併 協 議 会
会長印  

 ２ ４ ミ リ
メートル  

てん書  

高 松 市 ・ 庵
治 町 合 併 協
議 会 会 長 名
を も っ て す
る文書  

 

高松市・  

庵治町合  

併協議会  

会長之印  
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別記様式（第９条関係）  

（表）  

起  案  用  紙  

件 名  
 

 

 
あて先  
 

 このことについて、次のように実施してよろしいか。  

決裁区分   会 長  事務局長 収  受  平成  年  月  日  

起  案  平成  年  月  日  会 長  副会長  事務局長  

保存期間  常 永 10 ・  ５  ・  １  

公開・非公開の区分   主 

管 

事務局次長  班長  担当者  

決  裁  平成  年  月  日  

文書番号  高  庵  合  第     号  
 班長   

公  印   

合 
 

議 

 班長   

施  行  平成  年  月  日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高松市・庵治町合併協議会  
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（裏）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高松市・庵治町合併協議会  
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   高松市・庵治町合併協議会財務規程  

 

（趣旨）  

第１条 この規程は、高松市・庵治町合併協議会規約第１６条の規定に基づ  

 き、高松市・庵治町合併協議会（以下「協議会」という。）の財務に関し、

必要な事項を定めるものとする。  

（歳入歳出予算）  

第２条 協議会の予算は、高松市及び庵治町の負担金、県補助金及びその他の

収入をその歳入とし、協議会の事務に要するすべての経費をもって歳出とす

る。  

２ 協議会の会長（以下「会長」という。）は、毎会計年度予算を調製し、年

度開始前に協議会の会議（以下「会議」という。）の承認を得なければなら

ない。  

３ 会長は、前項の規定により予算が会議の承認を得たときは、速やかに、当

該予算の写しを高松市長及び庵治町長に送付しなければならない。  

４ 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。  

 （予算の補正）  

第３条 会長は、協議会に係る既定予算に補正の必要が生じたときは、これを

調製し、会議の承認を得なければならない。  

２ 前条第３項の規定は、前項の規定により補正予算が会議の承認を得た場合

について準用する。  

（歳入歳出予算の款、項及び目の区分）  

第４条 歳入予算の款、項及び目の区分は、別表第１のとおりとする。  

２ 歳出予算の款、項及び目の区分は、別表第２のとおりとする。  

３ 当該年度において臨時かつ特別な理由があるときは、別表第１及び別表第

２に定める以外の項及び目を定めることができる。  

 （出納及び現金の保管）  

第５条 協議会の出納は、会長が行う。  

２ 協議会に属する現金は、金融機関に預金する等確実な方法によって管理し

なければならない。  

（別紙２）  
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 （協議会出納員）  

第６条 会長は、協議会の職員のうちから、協議会出納員を命ずるものとす  

 る。  

２ 協議会出納員は、会長の命を受けて、協議会の出納その他の会計事務をつ

かさどる。  

３ 会長は、その事務の一部を協議会出納員に委任することができる。  

 （予算の流用及び予備費の充当）  

第７条 会長は、歳出予算の流用をしたとき、又は予備費の充当をしたとき  

 は、当該年度の末日までに会議に報告しなければならない。  

 （決算等）  

第８条 会長は、毎会計年度終了後３月以内に協議会の決算を調製し、監査委

員の監査に付した後、会議の認定に付さなければならない。  

２ 会長は、決算を会議に付したときは、その結果を当該決算の写しとともに

高松市長及び庵治町長に送付しなければならない。  

 （収入及び支出の手続）  

第９条 協議会の予算に係る収入及び支出の手続は、別に定める様式によりこ

れを行うものとする。  

２ 協議会出納員は、次の簿冊を備え、出納の管理を行うものとする。  

 (1) 予算差引簿  

 (2) その他必要な簿冊  

 （委任）  

第１０条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。  

 

   附 則  

１ この規程は、平成１６年６月１日から施行する。  

２ 協議会が設けられた年度の予算に関しては、第２条第２項中「年度開始前

に」とあるのは、「第１回の」と読み替えるものとする。  

３ 会長は、この規程の施行の日から最初の会議の開催日までの間において収

入すべき歳入がある場合はこれを 調定し、及び執行すべき事務に係る費用を

支出することができるものとする。  
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別表第１（第４条関係）  

 歳入予算の款、項及び目の区分  

款  項  目  

１ 負担金  １ 負担金  １ 負担金  

２ 国庫支出金  １ 国庫補助金  １ 国庫補助金  

３ 県支出金  １ 県補助金  １ 県補助金  

４ 繰越金  １ 繰越金  １ 繰越金  

５ 諸収入  １ 諸収入  １ 諸収入  

 

別表第２（第４条関係）  

 歳出予算の款、項及び目の区分  

款  項  目  

１ 会議費  １ 会議費  
１ 運営費  

２ 事務費  １ 事務費  

２ 事業費  １ 事業推進費  １ 事業推進費  

３ 予備費  １ 予備費  １ 予備費  

 

 



 

- 20 - 

   高松市・庵治町合併協議会委員等の報酬及び費用弁償に関する規程  

 

（趣旨）  

第 １ 条  こ の 規 程 は 、 高 松 市 ・ 庵 治 町 合 併 協 議 会 規 約 （ 以 下 「 規 約 」 と い  

 う。）第１７条第２項の規定に基づき、高松市・庵治町合併協議会（以下  

 「協議会」という。）の委員等の報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定

めるものとする。  

（報酬の額）  

第２条 規約第８条第１項第４号又は第２項の規定による委員（地方公共団体

の常勤職員である者を除く。）及び規約第１５条第１項の 規定による監査委

員の報酬の額は、日額６，５００円とする。  

 （費用弁償の額）  

第３条 協議会の委員等（前条の委員及び監査委員並びに地方公共団体の長、

助役及び常勤職員である者を除く。）が会議等に出席したときは、費用弁償

として日額６，５００円を支給する。  

２ 協議会の委員等が協議会の職務を行うために出張したときは、その費用弁

償として、高松市の例により旅費を支給する。  

（支給方法）  

第４条 協議会の委員等に支給する報酬及び費用弁償の支給方法については、

高松市の例による。  

 （委任）  

第５条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。  

 

   附 則  

 この規程は、平成１６年６月１日から施行する。  

 

（別紙３）  
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議案第１号  

 

   高松市・庵治町合併協議会会議規程について  

 

 高松市・庵治町合併協議会会議規程を別紙のとおり定める。  

 

  平成１６年６月２日提出  

 

            高松市・庵治町合併協議会会長 増 田 昌 三  

 

 （提案理由）  

 高松市・庵治町合併協議会の会議の運営に関し、必要な事項を定めるため、

高松市・庵治町合併協議会規約第１０条第３項の規定により、本案を提出する

ものです。  
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   高松市・庵治町合併協議会会議規程  

 

（趣旨）  

第１条 この規程は、高松市・庵治町合併協議会規約第１０条第３項の規定に

基づき、高松市・庵治町合併協議会の会議（以下「会議」という。）の議事

その他会議の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。  

（基本方針）  

第２条 会議は、公開する。ただし、出席委員の過半数の賛同があるときは、

公開しないことができる。  

２ 会議の運営に際しては、公平かつ公正な協議に努めるものとする。  

 （議長等の責務）  

第３条 議長は、迅速かつ能率的な会議の運営に努めなければならない。  

２ 委員は、会議に積極的に参画し、円滑な議事運営に協力しなければならな

い。  

（会議の開閉等）  

第４条 会議の開会及び閉会は、議長が宣告する。  

２ 会議における発言は、議長の許可を得た後に行うものとする。  

 （会議の進行）  

第５条 会議の議事は、全会一致をもって進めることを原則とする。ただし、

意見が分かれた場合は、大方の賛同をもって議事を進めるものとする。  

２ 協議事項については、原則として、質疑及び協議を行う会議の前の会議に

おいて提案し、説明を行うものとする。  

 （傍聴）  

第６条 会議は、傍聴することができる。  

２ 会議の傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。  

 （会議録）  

第７条 議長は、次に掲げる事項を記録した会議録を調製するものとする。  

 (1) 開催の日時及び場所  

 (2) 出席委員等の氏名  

 (3) 議題及び議事  
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 (4) その他議長が必要と認めた事項  

２ 会議録は、議長が指名する２人の委員が署名するものとする。  

 （会議録等の公開）  

第８条 会議録及び会議に提出された文書は、原則公開とする。  

２ 前項の規定による文書の公開は、議長が定める方法により行うものとす  

 る。  

 （規律）  

第９条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる

言動をしてはならない。  

２ 会議場において、資料、新聞紙、文書等を配布しようとするときは、議長

の許可を受けなければならない。  

 （関係者の出席）  

第１０条  議長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、

その説明又は意見を聴くことができる。  

 （費用弁償）  

第１１条  前条の規定により会議に出席した者に対しては、費用弁償として、

１日につき５，１００円を支給する。ただし、地方公共団体の常勤の特別職

若しくは一般職又は市町議会議員である者については、これを支給しない。  

 （委任）  

第１２条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。  

 

   附 則  

 この規程は、平成１６年６月 日から施行する。  

 

 

 



 

  

○ 高松市・庵治町合併協議会会議における意思決定等について 

 

１ 合併協議会会議へ提出する案件の分類 

(1) 報告【意思決定等を要しない案件】 番号の表記／報告第○号 

  既に決定しており、合併協議会において共通認識を要する事項や規約・規程等により会長が定めた事項などについて、報告を受け共通認識をもつもの。 

（例：規約、規約に関する協議書、事務局規程、財務規程、合併協議会だよりの発行、合併協議会ホームページの開設 等） 

(2) 議案【意思決定を要する案件 → 決定】 番号の表記／議案第○号 

規約・規程において会議に諮ることとされている事項などで、議決（決定）を要するもの。 

（例：会議規程、会議傍聴規程、会議録等閲覧規程、幹事会規程、事業計画、予算、合併協定項目の設定、合併協定項目の協議方針 等） 

(3) 協議【意思集約を要する案件 → 確認】 番号の表記／協議第○号 

合併協定項目に該当する事項で、確認を要するもの。 

（例：合併の方式、合併の期日、新市の名称、新市の事務所の位置、地域審議会の取扱い、議会の議員の定数及び任期の取扱い、町名・字名の取扱い 等） 

 

２ 議案及び協議に係る意思決定等の基本的な流れ 

 (1) 議 案 

 １回目 

議 案 第 ○ 号 
 

提案 ⇒ 説明 ⇒ 質疑・協議 ⇒ 決 定 

 

(2) 協 議 

 １回目 会議日との間 ２回目 会議日との間 ３回目 

⇒ 確認    

⇒ 確認  
協 議 第 ○ 号 
（協定項目第☆号） 

提案⇒説明（⇒質疑・協議） 事案の検討・調整 質疑・協議 
 ⇒ 継続協議 事案の検討・調整 質疑・協議 

⇒ 継続協議 

⇒ 確認  
協 議 第 △ 号 
（協定項目第★号）

 

 提案⇒説明（⇒質疑・協議） 事案の検討・調整 質疑・協議 
⇒ 継続協議 

   ※注）合併協議会で合意が得られれば、提案した会議において「確認」する場合もある。

（参考） 

‐
24

‐
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議案第２号  

 

   高松市・庵治町合併協議会会議傍聴規程について  

 

 高松市・庵治町合併協議会会議傍聴規程を別紙のとおり定める。  

 

  平成１６年６月２日提出  

 

            高松市・庵治町合併協議会会長 増 田 昌 三  

 

 （提案理由）  

 高松市・庵治町合併協議会の会議の傍聴に関し、必要な事項を定めるため、

高松市・庵治町合併協議会会議規程第６条第２項の規定により、本案を提出す

るものです。  
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   高松市・庵治町合併協議会会議傍聴規程  

 

（趣旨）  

第１条 この規程は、高松市・庵治町合併協議会会議規程第６条第２項の規定

に基づき、高松市・庵治町合併協議会（以下「協議会」という。）の会議  

 （以下「会議」という。）の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。  

（傍聴席の区分等）  

第２条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に区分する。  

２ 一般席の定員は、５０人以内とする。ただし、議長は、必要と認めるとき

は、これを制限することができる。  

 （傍聴の手続）  

第３条 会議を傍聴しようとする者は、協議会の開催場所において、傍聴受付

票（様式第１号）に住所及び氏名を記入の上、傍聴証（様式第２号）の交付

を受けなければならない。ただし、議長が認めた報道関係者については、こ

の限りでない。  

２ 傍聴証は、受付順に交付する。  

（傍聴証の返還）  

第４条 傍聴証の交付を受けた者は、傍聴を終え、退場しようとするときは、

傍聴証を協議会の事務局に返還しなければならない。  

 （傍聴席に入ることができない者）  

第５条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。  

 (1) 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携

帯している者  

 (2) プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者  

 (3) ラジオ、拡声器、無線機、マイクの類を携帯している者  

 (4) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者  

 (5) 
げ た

下駄、木製サンダルの類を履いている者  

 (6) 酒気を帯びていると認められる者  

 (7) その他会議を妨害するおそれがあると認められる者  

２ 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を
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受けた場合は、この限りでない。  

 （傍聴人の守るべき事項）  

第６条 傍聴人は、傍聴席において、次に掲げる事項を守らなければならな  

 い。  

 (1) 会議における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明

しないこと。  

 (2) 私語、談笑等会議の妨害になるような行為をしないこと。  

 (3) はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、

又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等の示威的行為をしないこと。  

 (4) 飲食又は喫煙をしないこと。  

 (5) みだりに席を離れないこと。  

 (6) 携帯電話の電源を切ること。  

 (7) 不体裁な行為又は他人に迷惑となる行為をしないこと。  

 (8) その他会議の秩序を乱し、又は会議の妨害になるような行為をしないこ

と。  

 （写真、映画等の撮影及び録音等の禁止）  

第７条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をして

はならない。ただし、あらかじめ議長の許可を受けた場合は、この限りでな

い。  

 （職員の指示）  

第８条 傍聴人は、職員の指示に従わなければならない。  

 （傍聴人の退場）  

第９条 傍聴人は、会議を公開しない決定があったときは、速やかに退場しな

ければならない。  

 （違反に対する措置）  

第１０条 傍聴人がこの規程に違反したときは、議長はこれを制止し、その命

令に従わないときは、これを退場させることができる。  

 （委任）  

第１１条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。  
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   附 則  

 この規程は、平成１６年６月 日から施行する。  

 

 

様式第１号（第３条関係）  

 

                       年  月  日  

 

第 回  

高松市・庵治町合併協議会会議傍聴受付票  

 

 受付 No     

 

   住 所 ：                  

   氏 名 ：                  
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様式第２号（第３条関係）  

（表）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

傍  聴  証 

 

第  号  

 

高松市・庵治町合併協議会  

 

◎傍聴される方は、次の事項を遵守してください。  
 
１ 会議における言論に対して、拍手その他の方法により公然と  
 可否を表明しないこと。  
２ 私語、談笑等会議の妨害になるような行為をしないこと。  
３ はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類  
 を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等の示威的行  
 為をしないこと。  
４ 飲食又は喫煙をしないこと。  
５ みだりに席を離れないこと。  
６ 携帯電話の電源を切ること。  
７ 不体裁な行為又は他人に迷惑となる行為をしないこと。  
８ その他会議の秩序を乱し、又は会議の妨害になるような行為  
 をしないこと。  
 
以上のことを守られないときは、退場を命ずることがあります。  
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議案第３号  

 

   高松市・庵治町合併協議会会議録等閲覧規程について  

 

 高松市・庵治町合併協議会会議録等閲覧規程を別紙のとおり定める。  

 

  平成１６年６月２日提出  

 

            高松市・庵治町合併協議会会長 増 田 昌 三  

 

 （提案理由）  

 高松市・庵治町合併協議会の会議の会議録及び会議に提出された文書の閲覧

の方法に関し、必要な事項を定めるため、高松市・庵治町合併協議会会議規程

第８条第２項の規定により、本案を提出するものです。  
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   高松市・庵治町合併協議会会議録等閲覧規程  

 

（趣旨）  

第１条 この規程は、高松市・庵治町合併協議会会議規程第８条第２項の規定

に基づき、高松市・庵治町合併協議会（以下「協議会」という。）の会議  

 （以下「会議」いう。）の会議録及び会議に提出された文書（以下「会議録

等」という。）の閲覧の方法に関し、必要な事項を定めるものとする。  

（閲覧請求者）  

第２条 何人も、この規程の定めるところにより、会議録等の閲覧を請求する

ことができる。  

 （閲覧に供する会議録等）  

第３条 閲覧に供する会議録等は、当該文書の写しとする。ただし、会議に提

出された文書については、この限りでない。  

２ 個人に関する事項、会議の公正な運営に著しい支障を及ぼすおそれのある

事項その他の閲覧に供することが適当でないと認められる事項を記載した会

議録等の全部又は一部については、閲覧に供しないものとする。  

 （閲覧の請求）  

第４条 閲覧の請求は、会議録等閲覧請求書（別記様式）を会長に提出するこ

とにより行うものとする。  

（閲覧の場所及び時間）  

第５条 閲覧に供する場所は、協議会の事務局及び１市１町の所定の場所と  

 し、その時間は、当該事務局又は１市１町の執務時間内とする。  

 （遵守事項）  

第６条 会議録等を閲覧する者（以下「閲覧者」という。）は、当該職員の指

示に従うとともに、会議録等を丁寧に取り扱い、汚損し、破損し、抜き取  

 り、又は紛失してはならない。  

 （閲覧の中止及び禁止）  

第７条 会長は、閲覧者が前条の規定に違反したときは、会議録等の閲覧を中

止し、又は禁止することができる。  

 （委任）  
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第８条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。  

 

   附 則  

 この規程は、平成１６年６月 日から施行する。  
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別記様式（第４条関係）  

 

                          年  月  日  

 

   高松市・庵治町合併協議会会長 殿  

 

                 住 所  

                 氏 名  

                 連絡先（電話番号）  

 

高松市・庵治町合併協議会会議録等閲覧請求書  

 

   会議録等を閲覧したいので、次のとおり請求します。  

 

会   議   録   等   名  備  考  
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議案第４号  

 

   高松市・庵治町合併協議会幹事会規程について  

 

 高松市・庵治町合併協議会幹事会規程を別紙のとおり定める。  

 

  平成１６年６月２日提出  

 

            高松市・庵治町合併協議会会長 増 田 昌 三  

 

 （提案理由）  

 高松市・庵治町合併協議会の幹事会の組織及び運営に関し、必要な事項を定

めるため、高松市・庵治町合併協議会規約第１２条第２項の規定により、本案

を提出するものです。  

 



 

 - 35 - 

   高松市・庵治町合併協議会幹事会規程  

 

（趣旨）  

第 １ 条  こ の 規 程 は 、 高 松 市 ・ 庵 治 町 合 併 協 議 会 規 約 （ 以 下 「 規 約 」 と い  

 う。）第１２条第２項の規定に基づ き、高松市・庵治町合併協議会（以下  

 「協議会」という。）の幹事会に関し、必要な事項を定めるものとする。  

（所掌事務）  

第２条 幹事会は、協議会の会長（以下「会長」という。）の指示を受け、協

議会に提案する事項について、協議し、又は調整するものとする。  

２ 幹事会は、前項に規定するもののほか、高松市及び庵治町の合併に必要な

事項について、協議し、又は調整するものとする。  

 （組織）  

第３条 幹事会は、幹事をもって組織する。  

 （幹事）  

第４条 幹事は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。  

 （幹事長及び副幹事長）  

第５条 幹事会に幹事長及び副幹事長各１人を置き、幹事の互選によりこれを

定める。  

２ 幹事長は会務を総理し、幹事会を代表する。  

３ 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき、又は幹事長が欠

けたときは、その職務を代理する。  

 （会議）  

第６条 幹事会の会議（以下「会議」という。）は、幹事長が必要に応じて開

催し、幹事長は、会議の議長となる。  

 （部会）  

第７条 幹事長の指示を受け、規約第３条各号に掲げる事務について、実務的

に協議又は検討を行うため、幹事会に部会を置く。  

２ 部会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。  

 （関係者の出席）  

第８条 幹事会は、必要に応じて関係職員等の出席を求めることができる。  
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（報告）  

第９条 幹事長は、会議の協議又は調整の経過及び結果について会長に報告す

るものとする。  

 （庶務）  

第１０条 幹事会の庶務は、協議会の事務局において処理する。  

 （委任）  

第１１条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。  

 

   附 則  

 この規程は、平成１６年６月 日から施行する。  

 

別表（第４条関係）  

区 分  職  名  

助役  

総務部長  高 松 市  

企画財政部長  

収入役  

教育長  

総務企画課長  
庵 治 町  

住民福祉課長  
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議案第５号  

 

   高松市・庵治町合併協議会幹事会部会規程について  

 

 高松市・庵治町合併協議会幹事会部会規程を別紙のとおり定める。  

 

  平成１６年６月２日提出  

 

            高松市・庵治町合併協議会会長 増 田 昌 三  

 

 （提案理由）  

 高松市・庵治町合併協議会幹事会の部会の組織及び運営に関し、必要な事項

を定めるため、高松市・庵治町合併協議会幹事会規程第７条の規定により、本

案を提出するものです。  
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   高松市・庵治町合併協議会幹事会部会規程  

 

（設置）  

第１条 高松市・庵治町合併協議会幹事会規程（以下「規程」という。）第７

条の規定に基づき、高松市・庵治町合併協議会幹事会（以下「幹事会」とい

う。）に別表に規定する高松市・庵治町合併協議会幹事会部会（以下「部  

 会」という。）を置く。  

（所掌事務）  

第２条 部会は、幹事会の幹事長（以下「幹事長」という。）の指示を受け、

高松市・庵治町合併協議会規約第３条各号に掲げる事項について、実務的に

協議し、又は調整するものとする。  

 （組織）  

第３条 部会は、別表の委員をもって組織する。  

２ 部会に部会長を置き、委員のうちから会長が指名する者をもって充てる。  

（部会長の職務）  

第４条 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。  

２ 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会長があらかじ

め指名する委員が、その職務を代理する。  

 （会議）  

第５条 会議は、事務局長の要請により、又は部会長が必要に応じて招集す  

 る。  

２ 部会長は、会議の議長となる。  

３ 部会長は、必要に応じて関係者の出席を要請することができる。  

４ 部会は、必要に応じて関係する他の部会と合同の会議を開催することがで

きる。この場合において、会議の議長は、関係する他の部会の部会長との協

議により定める。  

 （報告）  

第６条 部会長は、会議の協議概要及び結果について、幹事会に報告するもの

とする。  

 （庶務）  
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第７条 部会の庶務は、それぞれの部会ごとに当該部会長の属する市又は町の

担当部署が処理する。  

 （委任）  

第８条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。  

 

   附 則  

 この規程は、平成１６年６月 日から施行する。  
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別表（第１条、第３条関係）  

高松市・庵治町合併協議会幹事会部会  

委        員  
部 会 名  高 松 市  庵 治 町  

総務部会  

総務部長  
総務部次長  
秘書課長  
秘書課国際交流室長  
庶務課長  
人事課長  
情報システム課長  
広聴広報課長  

総務企画課長  
総務企画課主幹  
総務企画課長補佐  

企画財政部会  

企画財政部長  
企画財政部参事  
企画財政部次長  
税務長  
企画課長  
企画課水問題対策室長  
企画課行政改革推進室長  
財政課長  
納税課長  
市民税課長  
資産税課長  
管財課長  
出納室長  

収入役  
総務企画課長  
総務企画課主幹  
総務企画課長補佐  
税務課長  
税務課長補佐  
 

市民部会  

市民部長  
市民部次長  
市民生活課長  
市民課長  
人権啓発課長  
保険年金課長  
女性センター館長  

 
総務企画課長  
総務企画課主幹  
総務企画課長補佐  
税務課長  
税務課長補佐  
住民福祉課長  
住民福祉課主幹  
住民福祉課長補佐  
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健康福祉部会  

健康福祉部長  
市民病院事務局長  
健康福祉部次長  
福祉事務所長  
保健所次長  
市民病院事務局次長  
健康福祉総務課長  
介護保険課長  
障害福祉課長  
長寿社会対策課長  
保護課長  
母子児童課長  
保健所保健総務課長  
保健所生活衛生課長  
保健所保健予防課長  
保健所保健センター長  
市民病院庶務課長  
市民病院医事課長  

 
住民福祉課長  
住民福祉課主幹  
住民福祉課長補佐  
 

環境部会  

環境部長  
環境部参事  
環境部次長  
環境政策課長  
環 境 政 策 課 環 境 施 設 対 策
室長  
環境保全課長  
廃棄物指導課長  
環境業務課長  
環 境 業 務 課 適 正 処 理 対 策
室長  

住民福祉課長  
住民福祉課主幹  
住民福祉課長補佐  
上下水道課長  

産業部会  

産業部長  
産業部次長  
競輪局長  
中央卸売市場長  
商工労政課長  
観光課長  
農林水産課長  
土地改良課長  
競輪局事業課長  
中央卸売市場業務課長  

建設経済課長  
建設経済課主幹  
建設経済課長補佐  

都市開発部会  

都市開発部長  
都市開発部次長  
太 田 第 二 土 地 区 画 整 理 事
務所長  
都市計画課長  
都市計画課交通政策室長  
都市再開発課長  
建築指導課長  
公園緑地課長  

総務企画課長  
総務企画課主幹  
総務企画課長補佐  
建設経済課長  
建設経済課主幹  
建設経済課長補佐  
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土木部会  

土木部長  
土木部次長  
監理課長  
監理課技術検査室長  
道路課長  
交通安全対策課長  
河港課長  
建築課長  
住宅課長  
下水道管理課長  
下水道施設課長  
下水道建設課長  

総務企画課長  
総務企画課主幹  
住民福祉課長  
建設経済課長  
建設経済課主幹  
建設経済課長補佐  
上下水道課長  

消防部会  

消防局長  
消防局次長  
総務課長  
予防課長  
消防防災課長  
情報指令課長  

総務企画課長  
総務企画課長補佐  

水道部会  

水道局次長  
経営企画課長  
財務管理課長  
お客さまセンター所長  
水道整備課長  
浄水課長  

上下水道課長  

教育部会  

教育部長  
教育部次長  
総務課長  
学校教育課長  
社会教育課長  
少年育成センター所長  
生涯学習センター館長  
人権教育課長  
市民スポーツ課長  
教育文化研究所副所長  
高松第一高等学校事務長  

教育委員会教育課長  
教育委員会教育課長補佐  

文化部会  

文化部長  
文化部次長  
市民文化センター館長  
文化振興課長  
歴史資料館長  
図書館長  
菊池寛記念館長  
美術館美術課長  

 
教育委員会教育課長  
教育委員会教育課長補佐  
 

監査部会  
監査事務局長  
監査事務局監査課長  

総務企画課長  

公平部会  公平委員会事務局長  総務企画課長  

選挙部会  
選挙管理委員会事務局長  
選挙管理委員会選挙課長  

選挙管理委員会書記長  
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農業委員会部会  
農業委員会事務局長  
農業委員会事務局主幹  

建設経済課主幹  

議会部会  

市議会事務局長  
市議会事務局次長  
総務調査課長  
議事課長  

議会事務局長  
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議案第６号  

 

   平成１６年度高松市・庵治町合併協議会事業計画について  

 

 平成１６年度高松市・庵治町合併協議会事業計画を別紙のとおり定める。  

 

  平成１６年６月２日提出  

 

            高松市・庵治町合併協議会会長 増 田 昌 三  
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平成１６年度高松市・庵治町合併協議会事業計画  

 

１ 合併協定項目の協議  

 

２ 行政制度・事務事業現況調査の実施及び調整  

 

３ 建設計画の作成  

 

４ 合併協議会だよりの発行、ホームページの開設による情報の提供  

 

５ 協議会、幹事会、部会等の開催  

 

６ 合併協議会等先進地の情報収集及び調査研究  

 

７ その他必要な合併に関する調査研究  
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○想定される今後の合併協議会スケジュール  

合 併 協 議 会  

高松市・庵治町合併協議会設置（平成１６年６月１日） 

第１回会議  
（平成１６年６月２日） 
 

第２回会議  
 

 

 

第３回会議  

 

第４回会議   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

（参考）  

行 

政 

制 

度 

等 

の 

現 

況 

調 
査 

・ 

調 

整 

合併協定項目 
 
〔基本的な協議事項〕 
合併の方式 
合併の期日 
市の名称 
市の事務所の位置 
財産の取扱い 

〔合併特例法に定める協議事項〕 
 地域審議会の取扱い 

議会の議員の定数及び任期の取扱い 
農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い 
地方税の取扱い 
一般職の職員の身分の取扱い 

〔その他協議事項〕 
 町名・字名の取扱い 
 慣行の取扱い 
 事務組織及び機構の取扱い 
 条例・規則等の取扱い 
 特別職の職員の身分の取扱い 
一部事務組合等の取扱い 
附属機関等の取扱い 
公共的団体等の取扱い  等 

建 
 

設 
 

計 
 

画 
 

の 
 

作 
 

成 

随時開催

・合併協定書調印  
・両市町議会議決（廃置分合）  
 

事務移行作業  
・  電算システムの変更  
・  人事、組織体制  
・  条例、規則等の改正  
         など  

合併協議会の解散 

新市の誕生

合併申請書の作成  

県  知  事  

県議会の議決  

県知事の決定  

総務大臣告示（合併の効力発生） 
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議案第７号  

 

   平成１６年度高松市・庵治町合併協議会予算について  

 

 平成１６年度高松市・庵治町合併協議会予算を別紙のとおり定める。  

 

  平成１６年６月２日提出  

 

            高松市・庵治町合併協議会会長 増 田 昌 三  

 

 

 



 

- 

平成１６年度高松市・庵治町合併協議会予算  

 

 平成１６年度高松市・庵治町合併協議会予算は、次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算）  

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２８，４０１千円と定める。  

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。  

 （歳出予算の流用）  

第２条 歳出予算に計上した予算額に過不足を生じた場合、款相互の金額は必要に応じて流用することができる。  

 

  平成１６年６月２日  

 

           高松市・庵治町合併協議会会長 増 田 昌 三  

 

 

‐
4

8
‐

 



 

- 

第１表 歳入歳出予算 

 

 歳 入                    （単位：千円）     歳 出                    （単位：千円） 

款 項 金  額 款 項 金  額 

 １４，２００ １ 運営費  ７，２５０ 
１ 負担金 

１ 負担金 １４，２００  １ 会議費 ２，１７６ 

 ０  ２ 事務費 ５，０７４ 
２ 国庫支出金 

１ 国庫補助金 ０ ２ 事業費  ２１，０５１ 

 １４，２００  １ 事業推進費 ２１，０５１ 
３ 県支出金 

１ 県補助金 １４，２００ ３ 予備費  １００ 

 ０  １ 予備費 １００ 
４ 繰越金 

１ 繰越金 ０ 歳  出  合  計 ２８，４０１ 

 １ 
５ 諸収入 

１ 諸収入 １ 
 

歳  入  合  計 ２８，４０１ 

 

 

 

‐49

‐ 



 

- 

歳入歳出予算事項別明細書 

 

 歳 入 

 （款）１ 負担金  （項）１ 負担金                                         （単位：千円） 

節 
目 本年度 前年度 比 較 

区  分 金 額 
説       明 

１ 負担金 14,200 0 14,200 １ 市町負担金 14,200 合併協議会負担金 
高松市              9,635 
庵治町               4,565 

計 14,200 0 14,200    

 （款）３ 県支出金 （項）１ 県補助金                                        （単位：千円） 

節 
目 本年度 前年度 比 較 

区  分 金 額 
説       明 

１ 県補助金 14,200 0 14,200 １ 県補助金 14,200 市町合併促進支援事業費補助金 

計 14,200 0 14,200    

 （款）５ 諸収入  （項）１ 諸収入                                         （単位：千円） 

節 
目 本年度 前年度 比 較 

区  分 金 額 
説       明 

１ 諸収入 1 0 1 １ 預金利子 1 預金利子 

計 1 0 1    
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歳 出 

（款）１ 運営費  （項）１ 会議費                                          （単位：千円） 

節 
目 本年度 前年度 比 較 

区  分 金 額 
説       明 

１ 報酬 559 協議会委員等報酬 

９ 旅費 936 協議会委員等費用弁償 

11 需用費 59 協議会賄料 

13 委託料 372 会議録作成委託料 

１ 会議費 2,176 0 2,176 

14 使用料及び 
  賃 借 料 

250 
会議室使用料                           60 
放送録音機器借上料                   190 

計 2,176 0 2,176    

（款）１ 運営費  （項）２ 事務費                                          （単位：千円） 

節 
目 本年度 前年度 比 較 

区  分 金 額 
説       明 

１ 報酬 1,880 臨時職員報酬 

３ 職員手当等 1,500 職員手当等 

４ 共済費 251 臨時職員社会保険料等 

９ 旅費 310 日額旅費等 

１ 事務費 5,074 0 5,074 

11 需用費 499 消耗品費等 

12 役務費 200 通信運搬費 

13 委託料 34 臨時職員健康診断委託料 

14 使用料及び 
  賃 借 料 

250 車借上料等 
    

18 備品購入費 150 事務用備品等 

‐51

‐ 



 

- 

計 5,074 0 5,074    

（款）２ 事業費  （項）１ 事業推進費                                        （単位：千円） 

節 
目 本年度 前年度 比 較 

区  分 金 額 
説       明 

８ 報償費 460 協議会だより配布者報酬等 

11 需用費 34 協議会だより発送用シール等 

12 役務費 3,834 協議会だより運搬料等 

13 委託料 13,945 

協議会だより作成委託料             5,372 
協議会だより仕分け配送委託料         803 
建設計画作成等委託料                 6,000 
ホームページ開設・管理委託料        1,770 

１ 事業推進費 21,051 0 21,051 

19 負担金、補助 
  及 び 交 付 金       

2,778 県職員派遣負担金 

計 21,051 0 21,051    

（款）３ 予備費  （項）１ 予備費                                          （単位：千円） 

節 
目 本年度 前年度 比 較 

区  分 金 額 
説       明 

１ 予備費 100 0 100  100 予備費 

計 100 0 100    

 

‐52
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議案第８号  

 

   合併協定項目について  

 

 合併協定項目を別紙のとおり定める。  

 

  平成１６年６月２日提出  

 

            高松市・庵治町合併協議会会長 増 田 昌 三  
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合併協定項目について  

 

合 併  協  定  項  目  

１ 基本的な協議事項 

 1 合併の方式 

2 合併の期日 

3 市の名称 

4 市の事務所の位置 
 

5 財産の取扱い 

２ 合併特例法に定める協議事項 

 6 地域審議会の取扱い 

7 議会の議員の定数及び任期の取扱い 

8 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い 

9 地方税の取扱い 
 

10 一般職の職員の身分の取扱い 

３ その他協議事項 

 11 町名・字名の取扱い 

12 慣行の取扱い 

13 事務組織及び機構の取扱い 

14 条例・規則等の取扱い 

15 特別職の職員の身分の取扱い 

16 一部事務組合等の取扱い 

17 附属機関等の取扱い 

18 公共的団体等の取扱い 

19 消防団の取扱い 

20 使用料・手数料等の取扱い 

21 各種団体への補助金・交付金等の取扱い 

22 国民健康保険事業の取扱い 

23 介護保険事業の取扱い 

24 各種事務事業の取扱い 

1 電算システム事業 

2 広聴広報事業 

3 人権啓発事業 

 

 

4 コミュニティ施策 

（別紙）  
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３ 24 5 障害者福祉事業 

6 高齢者福祉事業 

7 生活保護事業 

8 児童福祉事業 

9 その他の福祉事業 

10 保健衛生事業 

11 環境対策事業 

12 商工・観光関係事業 

13 農林水産関係事業 

14 建設関係事業 

15 交通関係事業 

16 上水道事業 

17 下水道事業 

18 消防防災関係事業 

19 学校教育事業 

20 社会教育事業 

21 文化振興事業 

  

22 その他の事業 

４ 建設計画に係る協議事項 

 25 建設計画 
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合併協定項目の内容について  

１ 基本的な協議事項  

１ 合併の方式  

 新 設 合 併 と す る か 編 入 合 併 と す る か は 、 選 択 に よ っ て 、 市 の 名 称 ・ 特 別
職 の 職 員 ・ 議 会 議 員 ・ 農 業 委 員 ・ 条 例 規 則 等 の 取 扱 い が 違 っ て く る 最 も 基
本的な事項である。  

２ 合併の期日  

 合 併 協 議 会 の 設 置 か ら 合 併 の 成 立 ま で は 、 相 当 な 期 間 が 必 要 と な る こ と
を踏ま え 、 合 併 の 期 日 を 定 め る 必 要 が あ る 。 ま た 、 合 併 特 例 法 の 期 限 に 留
意する必要がある。  

３ 市の名称  

 市の名称については、合併の方式によってその取扱いが異なる。  
 「 新 設 合 併 」 の 場 合 は 、 両 市 町 が 廃 止 さ れ る た め 、 合 併 後 の 市 の 名 称 を
定める必要がある。  
 「編入合併」の場合は、通常、編入する市町の名称とする。  

４ 市の事務所の位置  

 「新設合併」の場合は、新たに事務所の位置を定める必要がある。  
 「編入合併」の場合は、通常、編入する市町の事務所の位置となる。  

５ 財産の取扱い  

 両 市 町 が 持 っ て い た 財 産 （ 土地 、 建 物 、 債 権 、 債 務 な ど ） は 、 す べ て 合
併 後 の 市 が 引 き 継 ぐ こ と と し 、 公 の 施 設 に つ い て も 、 合 併 後 の 市 の 公 の 施
設として設置していくというのが原則である。  
 また、財産区の財産について、その取扱いについて協議する。  

２ 合併特例法に定める協議事項  

６ 地域審議会の取扱い  

 両 市 町 の 区 域 を 単 位 と し て 設 け ら れ 、 合 併 後 の 市 の 施 策 に 関 し て そ の 長
か ら 諮 問 を 受 け 、 又 は 必 要 に 応 じ て 意 見 を 述 べ る こ と が で き る 地 域 審 議 会
を設置するかどうかを協議する。  

７ 議会の議員の定数及び任期の取扱い  

 合 併 後 の 議 会 議 員 の 定 数 や 在 任 期 間 に 係 る 特 例 措 置 の 取 扱 い に つ い て 協
議する。  

８ 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い 

 合 併 後 の 農 業 委 員 の 定 数 や 任 期 期 間 に 係 る 特 例 措 置 の 取 扱 い に つ い て 協
議する。  

９ 地方税の取扱い  

 両 市 町 の 間 に 地 方 税 の 賦 課 に 関 し 、 著 し い 不 均 衡 が あ る 場 合 に 不 均 一 の
課 税 を す る か ど う か 、 ま た 、 不 均 一 課 税 を す る 場 合 に は 、 税 目 や 実 施 時 期
等について協議する。  

10  一般職の職員の身分の取扱い  

 一 般 職 の 職 員 が 引 き 続 き そ の 身 分 を 保 有 す る よ う 措 置 す る と と も に 、 職
員 の 任 用 制 度 、 給 与 そ の 他 の 勤 務 条 件 の 適 用 に つ い て 、 均 衡 を 図 る よ う に
協議する。  
 

（参考）  
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３ その他協議事項  

11 町名・字名の取扱い 

 町 名 ・ 字 名 は 、 地 域 の 歴 史 や 文 化 に よ り 住 民 の 愛 着 が あ る た め 、 両 市 町
の意向を尊重して協議する。 

12 慣行の取扱い 

 市 町 章 、 都 市 宣 言 、 市 町 民 憲 章 、 市 町 の 花 ・ 木 な ど の 慣 行 に つ い て 、 そ
の取扱いを協議する。 

13 事務組織及び機構の取扱い 

 合 併 後 の 円 滑 な 行 政 執 行 の た め の 措 置 を 講 じ る と と も に 、 機 構 改 革 に つ
い て も 協 議 す る 必 要 が あ る 。 ま た 、 支 所 又 は 出 張 所 を 設 け る 場 合 に は 、 そ
の位置、名称及び所管区域を条例で定める必要がある。 

14 条例・規則等の取扱い 

 「 新 設 合 併 」 の 場 合 は 、 両 市 町 の 法 人 格 が 消 滅 す る た め 、 条 例 ・ 規 則 は
す べ て 失 効 す る の で 、 合 併 後 の 市 に お い て 条 例 ・ 規 則 を 制 定 す る 必 要 が あ
る。 
 「 編 入 合 併 」 の 場 合 は 、 編 入 さ れ る 市 町 の 条 例 ・ 規 則 は 、 原 則 と し て 失
効し、基本的には編入する市町の条例が適用される。 

15 特別職の職員の身分の取扱い 

 「 新 設 合 併 」 で は 、 特 別 職 の 職 員 は 全 員 身 分 を 失 い 、 「 編 入 合 併 」 で 
は、編入される市町の特別職は身分を失うこととなる。 
 こうした特別職の職員の処置について協議する必要がある。 

16 一部事務組合等の取扱い 

 両 市 町 が 構 成 団 体 と な っ て い る 一 部 事 務 組 合 に つ い て は 、 合 併 後 に 構 成
団体に変動が生じるので、その取扱いについて協議する必要がある。 
 ま た 、 公 社 、 第 ３ セ ク タ ー 、 公 益 法 人 等 の 外 郭 団 体 に つ い て も 、 そ の 取
扱いについて協議する必要がある。 

17 附属機関等の取扱い 

 附 属 機 関 と は 、 法 律 ・ 条 例 に よ り 、 事 務 の 執 行 に 必 要 な 調 停 、 審 査 、 審
議 、 諮 問 、 調 査 等 を 行 う た め 設 置 す る も の で あ り 、 類 似 し た も の に 懇 談 
会、協議会等がある。 
 こうした附属機関等の取扱いについて協議する必要がある。 

18 公共的団体等の取扱い 

 合併特 例 法 で は 、 農 業 関 係 団 体 、 商 工 業 関 係 団 体 、 文 化 団 体 、 体 育 団 体
厚 生 福 祉 関 係 団 体 等 の 公 共 的 団 体 等 は 、 合 併 に 際 し 、 合 併 後 の 市 の 一 体 性
の 速 や か な 確 立 に 資 す る た め 、 そ の 統 合 整 備 を 図 る よ う 努 め な け れ ば な ら
ないとされていることから、その取扱いについて協議する。 

19 消防団の取扱い 

 消防団の組織のあり方について協議する。 

20 使用料・手数料等の取扱い 

 両 市 町 間 で 、 同 一 目 的 の 施 設 の 使 用 料 や 同 一 種 類 の 事 務 の 手 数 料 が 異 
なっている場合は、その取扱いについて協議する。 
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21 各種団体への補助金・交付金等の取扱い 

 両 市 町 が 交 付 し て い る 各 種 団 体 へ の 補 助 金 ・ 交 付 金 等 に つ い て 、 そ れ ぞ
れ の 内 容 を 整 理 し 、 そ の 必 要 性 を 検 討 す る と と も に 交 付 先 や 交 付 基 準 等 の
調整を行う。 

22 国民健康保険事業の取扱い 

  国 民 健 康 保 険 は 、 市 町 が 保 険 者 と な っ て 運 営 し て お り 、 賦 課 方 式 （ 税 方
式 ・ 保 険 料 方 式 ） 、 保 険 料 （ 税 ） 率 等 が 両 市 町 で 異 な る た め 、 合 併 に 際 し
て一元化を図る必要がある。 

23 介護保険事業の取扱い 

 介 護 保 険 事 業 は 、 市 町 が 保 険 者 と な っ て 運 営 し て お り 、 保 険 料 等 が 両 市
町で異なるため、合併に際して一元化を図る必要がある。 

24 各種事務事業の取扱い 

24－１ 電算システム事業 

円 滑 な 電 算 シ ス テ ム の 稼 動 に 向 け 、 シ ス テ ム の 統 合 や 調 整 な ど に つ
いて協議する。 

24－２ 広聴広報事業 

住 民 か ら 幅 広 く 意 見 を 聴 く た め の 広 聴 事 業 及 び 広 報 事 業 （ 広 報 紙 、 
ホームページ等）について協議する。 

24－３ 人権啓発事業 

人権啓発、人権教育などの事業について協議する。 

24－４ コミュニティ施策 

地 域 の 個 性 や 独 自 性 を 尊 重 し た 地 域 主 体 の 活 動 の 担 い 手 と な る 自 治
会などの地域活動に関する施策について協議する。 

24－５ 障害者福祉事業 

身 体 ・ 知 的 ・ 精 神 障 害 者 に 対 す る 各 種 の 給 付 や 助 成 制 度 な ど に つ い
て協議する。 

24－６ 高齢者福祉事業 

高 齢 者 に 対 す る 保 健 福 祉 サ ー ビ ス や 生 き が い 対 策 事 業 な ど に つ い て
協議する。 

24－７ 生活保護事業 

庵 治 町 の 生 活 保 護 法 に 基 づ く 事 務 は 、 県 の 福 祉 事 務 所 が 実 施 し て い
るため、その事務移管などについて協議する。 

24－８ 児童福祉事業 

 

児 童 福 祉 、 母 子 福 祉 、 保 育 に 関 す る 各 種 支 援 制 度 な ど に つ い て 協 議
する。 
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24－９ その他の福祉事業 

障 害 者 福 祉 ・ 高 齢 者 福 祉 ・ 生 活 保 護 ・ 児 童 福 祉 事 業 に 属 さ な い 福 祉
事業について協議する。 

24－10 保健衛生事業 

保 健 事 業 、 予 防 対 策 事 業 、 食 品 衛 生 業 務 、 健 康 づ く り 事 業 な ど に つ
いて協議する。 

24－11 環境対策事業 

環 境 保 全 、 公 害 対 策 、 し 尿 ・ ご み 収 集 、 そ の 他 環 境 対 策 に つ い て 協
議する。 

24－12 商工・観光関係事業 

観 光 振 興 事 業 、 商 工 業 振 興 事 業 、 勤 労 者 福 祉 対 策 事 業 な ど に つ い て
協議する。 

24－13 農林水産関係事業 

農 林 水 産 振 興 方 策 や 関 係 団 体 育 成 事 業 、 土 地 改 良 事 業 、 地 籍 調 査 事
業などについて協議する。 

24－14 建設関係事業 

道 路 ・ 橋 梁 、 河 川 、 漁 港 、 港 湾 、 公 園 、 公 営 住 宅 等 の 整 備 ・ 維 持 管
理、都市計画などについて協議する。 

24－15 交通関係事業 

公共交通機関確保のための各種施策、交通安全対策事業などについて
協議する。 

24－16 上水道事業 

水道事業の運営のあり方をはじめ、水道料金の算定・収納など各種制
度について協議する。 

24－17 下水道事業 

 

公 共 下 水 道 な ど の 事 業 の 調 整 を は じ め 、 こ れ ら に 関 す る 使 用 料 、 負
担金等について協議する。 

24－18 消防防災関係事業 

消防体制の整備、防災関係組織の整備などについて協議する。 

24－19 学校教育事業  

学 校 （ 園 ） 教 育 に 関 す る 各 種 支 援 制 度 、 学 校 給 食 、 通 学 区 域 な ど に
ついて協議する。 
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24－20 社会教育事業 

生 涯 学 習 、 青 少 年 健 全 育 成 、 ス ポ ー ツ 振 興 事 業 な ど の 社 会 教 育 事 業
について協議する。 

24－21 文化振興事業 

文 化 財 保 護 、 芸 術 文 化 事 業 、 芸 術 文 化 団 体 育 成 な ど 文 化 振 興 事 業 に
ついて協議する。 

24－22 その他の事業 

 

上記のいずれにも属さない事業等について協議する。 

 

４ 建設計画に係る協議事項 

25 建設計画 

 合 併 特 例 法 に 基 づ き 、 合 併 後 の 市 の 建 設 の 基 本 方 針 、 建 設 の 根 幹 と な る
べ き 事 業 に 関 す る 事 項 、 公 共 的 施 設 の 統 合 整 備 に 関 す る 事 項 、 財 政 計 画 等
に係る計画を作成するため協議する。 
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議案第９号  

 

   合併協定項目の協議方針について  

 

 高松市・庵治町合併協議会合併協定項目の協議方針について、別紙のとおり

定める。  

 

  平成１６年６月２日提出  

 

            高松市・庵治町合併協議会会長 増 田 昌 三  
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合併協定項目の協議方針  

 

１ 基本的考え方  

  これまでの両市町のまちづくりの歩みを尊重するとともに、合併後におけ

る速やかな一体化の促進と新たなまちづくりを進める視点から、効果的な

統合・調整を行うこととする。  

 

２ 基本原則  

 (1) 一体性確保の原則  

   合併後における速やかな一体性の確保を図ることができること。  

 (2) 住民福祉向上の原則  

   住民サービス及び住民福祉の向上に努めること。  

 (3) 負担公平の原則  

   負担公平の原則に立ち、行政格差を生じないように努めること。  

 (4) 健全な財政運営の原則  

   合併後における健全な財政運営に資すること。  

 (5) 行政改革推進の原則  

   行政改革推進の視点から、事務事業の総合的見直しに努めること。  

（別紙）  
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協議第１号  

 

   合併の方式（協定項目第１号）について  

 

 合併の方式（協定項目第１号）を次のとおり決定することについて、協議を

求める。  

 

  平成１６年６月２日提出  

 

            高松市・庵治町合併協議会会長 増 田 昌 三  

 

協 定 項 目  第 １ 号  合併の方式について  

  
 木田郡庵治町を廃止し、その区域を高松市に編入するものとする。  

 

 

  平成  年  月  日 確認  

 

【考え方】 

 高松市と庵治町の人口を始め、地方公共団体としての行政権能や行政組織体

制、財政規模、その他都市機能などにおける両市町の相違の現状、また、住民

の日常生活や行政・経済・文化など、様々な分野における相互依存等、密接不

可分の関わりと影響を持ち合う中で、高松市を中心都市とした生活圏・都市圏

を形成していること、さらには、合併特例法のメリットを受けるための効率

的・効果的な対応など、総合的、大局的に判断し、現在の庵治町の区域を高松

市に編入する「編入合併」を選択することとする。 

 なお、今後の両市町の合併協議に当たっては、お互いの立場を十分に理解し、

尊重する中で、対等の立場に立って、公正・公平な合併協議を進めるものとす

る。  

 

※ 上記の【考え方】については、先進地域の事例を参考にした合併の方式に

関する一般的な考え方です。 



 

 

合 併 の 方 式 の 事 例 

 

                                     ※人口は平成１２年１０月１日現在（国勢調査のデータ） 

合併後の市の名称 合併後の人口 合併前人口 合 併 期 日 合併方式 
新潟市     ５０１，４３１人 

新潟市   ５２７，３２４人 
黒埼町      ２５，８９３人 

平成１３年 １月 １日 編 入 

田無市      ７８，１６５人 
西東京市   １８０，８８５人 

保谷市     １０２，７２０人 
平成１３年 １月２１日 新 設 

浦和市     ４８４，８４５人 
大宮市     ４５６，２７１人 さいたま市 １，０２４，０５３人 
与野市      ８２，９３７人 

平成１３年 ５月 １日 新 設 

津田町       ８，３７０人 
大川町       ６，９７７人 
志度町      ２２，９３９人 
寒川町       ６，０４１人 

さぬき市 ５７，７７２人 

長尾町      １３，４４５人 

平成１４年 ４月 １日 新 設 

つくば市    １６５，９７８人 
つくば市   １９１，８１４人 

茎崎町      ２５，８３６人 
平成１４年１１月 １日 編 入 

福山市     ３７８，７８９人 
新市町      ２１，６９５人 福山市   ４０３，９１５人 
内海町       ３，４３１人 

平成１５年 ２月 ３日 編 入 

静岡市     ４６９，６９５人 
静岡市   ７０６，５１３人 

清水市     ２３６，８１８人 
平成１５年 ４月 １日 新 設 

引田町       ８，６３５人 
白鳥町      １２，９６５人 東かがわ市 ３７，７６０人 
大内町      １６，１６０人 

平成１５年 ４月 １日 新 設 

新居浜市    １２５，５３７人 
新居浜市   １２５，８１４人 

別子山村        ２７７人 
平成１５年 ４月 １日 編 入 

呉市      ２０３，１５９人 
呉市   ２０５，３８２人 

下蒲刈町      ２，２２３人 
平成１５年 ４月 １日 編 入 

‐64
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（資料１） 
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新設合併と編入合併の比較  

項 目  新 設 合 併  編 入 合 併  

合併は、自治体の廃置分合の一態様で、自治体の数の減少を伴うもの。  

定   義  ２ 以 上 の 市 町 村 の 区 域 の 全 部 若 し く
は一部をもって市町村を置くこと。  

市 町 村 の 区 域 の 全 部 若 し く は 一 部 を 他
の市町村に編入すること。  

法 人 格  

合 併 後 、 新 し く で き る 合 併 市 町 村 に
新 た に 法 人 格 が 発 生 す る 。 合 併 前 に
あ っ た 合 併 関 係 市 町 村 の 法 人 格 は 消
滅する。  

編 入 す る 市 町 村 の 法 人 格 が 継 続 す  
る 。 全 部 が 編 入 さ れ る 市 町 村 の 法 人 格
は消滅する。  

合併市町村の

名称  

新たに定める。  通 常 は 、 編 入 す る 市 町 村 の 名 称 と な
る。  

事務所の位置  
新たに定める。  通 常 は 、 編 入 す る 市 町 村 の 事 務 所 の 位

置となる。  

市町村の長  
消 滅 す る 合 併 関 係 市 町 村 の 長 は 失 職
する。  

編 入 す る 市 町 村 の 長 は 変 わ ら ず 、 編 入
される市町村の長は失職する。  

原 則  

消 滅 す る 合 併 関 係 市 町 村 の 議 会 の 議
員は失職する。  
新 し く で き る 合 併 市 町 村 の 法 定 定 数
による設置選挙を行う。  

編 入 す る 市 町 村 の 議 会 の 議 員 は 在 任
し 、 編 入 さ れ る 市 町 村の 議 会 の 議 員 は
失職する。  
合 併 後 の 議 員 定 数 が 増 加 す る 場 合 は 増
員選挙を行う。  

議 
 

会 
 

の 
 

議 
 

員 

特 例  

次のいずれかによることができる。  
①  設 置 選 挙 に お い て 、 新 設 合 併 の

特 例 定 数 （ 法 定 定 数 の ２ 倍 ま で ）
とする。  

②  消 滅 す る 合 併 関 係 市 町 村 の 議 会
の 議 員 で 新 し く で き る 合 併 市 町 村
の 議 会 の 議 員 の 被 選 挙 権 を 有 す る
こ と と な る 者 は 最 長 ２ 年 間 在 任 す
る。  

次のいずれかによることができる。  
①  増 員 選 挙 、 さ ら に こ れ に 続 く 最 初

の 一 般 選 挙 に お い て 編 入 合 併 の
特 例 定 数 と す る こ と が で き る 。                
（増加分は編入される区域に配分）  

②  編 入 さ れ る 市 町 村 の 議 会 の 議 員 で
合 併 市 町 村 の 議 会 の 議 員 の 被 選 挙 権
を 有 す る こ と と な る 者 は 編 入 す る 市
町 村 の 議 会 の 議 員 の 残 任 期 間 だ け 在
任 す る 。 こ の 場 合 、 更 に 最 初 の 一 般
選 挙 に お い て 編 入 合 併 の 特 例 定 数 を
採ることができる。  

原 則  

消 滅 す る 合 併 関 係 市 町 村 の 委 員 （ 選
挙 に よ る 委 員 、 選 任 に よ る 委 員 ） は
全て失職する。  

編 入 す る 市 町 村 の 委 員 は そ の ま ま 在 任
し 、 編 入 さ れ る 市 町 村 の 委 員 は 全 て 失
職する。  

農
業
委
員
会
の
委
員 

特 例  

消 滅 す る 合 併 関 係 市 町 村 の 委 員 （ 選
挙 に よ る 委 員 に 限 る 。 ） の う ち 、 新
し く で きる 合 併 市 町 村 の 農 業 委 員 会
の 委 員 の 被 選 挙 権 を 有 す る こ と と な
る 者 は １ ０ ～ ８ ０ 人 の 範 囲 で 、 １ 年
以内の間、在任できる。  

編 入 さ れ る 市 町 村 の 委 員 （ 選 挙 に よ る
委 員 に 限 る 。 ） の う ち 、 合 併 市 町 村 の
農 業 委 員 会 の 委 員 の 被 選 挙 権 を 有 す る
こ と と な る 者 は 、 ４ ０ 人 ま で の 範 囲
で 、 編 入 す る 市 町 村 の 委 員 の 残 任 期 間
在任できる。  

特別職の職員  
消 滅 す る 合 併 関 係 市 町 村 の 特 別 職 の
職 員 は 全 員 失 職 す る 。 （ 新 た に 選 任
する。）  

編 入 す る 市 町 村 の 特 別 職 の 職 員 は 在 任
し 、 編 入 さ れ る 市 町 村 の 特 別 職 の 職 員
は全員失職する。  

一般職の職員  
消 滅 す る 合 併 関 係 市 町 村 の 職 員 は 全
員 失 職 す る が 、 全 員 新 し く で き る 合
併市町村に引き継がれる。  

編 入 す る 市 町 村 の 職 員 は 在 任 し 、 編 入
さ れ る 市 町 村 の 職 員 は 全 員 編 入 す る 市
町村に引き継がれる。  

条例・規則  
消 滅 す る 合 併 関 係 市 町 村 の 条 例 ・ 規
則 は 全 て 失 効 す る 。 （ 新 た に 制 定 す
る。）  

編 入 す る 市 町 村 の 条 例 ・ 規 則 を 適 用 す
る 。 （ 合 併 に 伴 い 必 要 な 改 正 を 行
う。）  

建設計画の作

成  

新 し く で き る 合 併 市 町 村 の 全 域 に 係
る建設計画を作成する必要がある。  

少 な く と も 編 入 さ れ る 市 町 村 の 区 域 に
係る建設計画を作成する必要がある。  

※  農業委員会の委員については、合併市町村に一つの委員会を置くこととする場合

（資料２）  
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協議第２号  

 

   合併の期日（協定項目第２号）について  

 

 合併の期日（協定項目第２号）を次のとおり決定することについて、協議を

求める。  

 

  平成１６年６月２日提出  

 

            高松市・庵治町合併協議会会長 増 田 昌 三  

 

協定項目  第２号  合併の期日について  

  
 合併の期日は、平成１８年３月３１日までの早い日を目標とする。  

 ただし、平成１７年３月３１日までに、県知事に合併の申請を行うも

のとする。  

 

 

  平成  年  月  日 確認  
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１ 合併の期日を決定することの意義  

 (1) 合併協議を着実に進めていくための目標を設定することになる。  

 (2) 建設計画の期間の始期を明確にすることになる。  

 

２ 合併の期日を決定するに当たっての留意点  

 (1) 市町村の合併の特例に関する法律の有効期限を考慮すること。  

合併するとすれば、市町村の合併の特例に関する法律に基づく各種の財

政支援措置を受けることが望ましく、そのためには、平成１７年３月３１

日までに合併するか、平成１７年３月３１日までに市町が議会の議決を経

て県知事に合併の申請を行い、同法の期限である平成１８年３月３１日ま

でに合併する必要がある。  

 (2) 合併の手続きに要する期間を考慮すること。  

   合併するためには、合併協定書の調印後、高松市及び庵治町の両議会に

おいて、合併議案の議決が行われてから、県知事への合併申請、県議会

における議決、県知事の合併の決定、総務大臣への届出、総務大臣の告

示 な ど 、 様 々 な 手 続 き が 定 め ら れ て お り 、 相 当 の 期 間 を 要 す る こ と か  

  ら、この点を十分考慮して、合併の期日を定める必要がある。  

 (3) 合併と同時に住民サービスが滞りなく行えるよう、合併準備作業の期間

を考慮するとともに、会計処理や電算システムの移行等に、できるだけ支

障の少ない時期を想定すること。  

  ・  電算システムの統合や条例・規則の改正など、合併準備作業に要する

期間を考慮する必要がある。  

  ・  年度末を合併の期日とした場合、合併による両市町の決算処理は、出

納整理期間がないことから、これに伴う事務処理と通常の収入・支出

が一時に重なるため、会計処理が極めて輻輳することになる。  

  ・  合併の前日まで、現行の電算システムを稼働しながら、合併の期日か

ら統合した新システムに移行するためには、休日を利用して移行・検

証作業を行うことが適当である。  

 

（資料１）  



 

  

合 併 の 期 日 の 事 例 
 
１ 平成１１年度以降に合併した先行事例 

合  併  期  日 合併後の市の名称 合併関係市町村数 合併方式 法定協議会設置期日 
平成１１年 ４月 １日（木） 篠山市 ４町 新設 平成 ９年 ４月 １日 
平成１３年 １月 １日（月） 新潟市 １市１町 編入 平成１１年１２月２１日 
平成１３年 １月２１日（日） 西東京市 ２市 新設 平成１１年１０月１１日 
平成１３年 ４月 １日（日） 潮来市 ２町 編入 平成１１年 ８月２３日 
平成１３年 ５月 １日（火） さいたま市 ３市 新設 平成１２年 ４月２９日 
平成１３年１１月１５日（木） 大船渡市 １市１町 編入 平成１３年 ７月１６日 
平成１４年１１月 １日（金） つくば市 １市１町 編入 昭和６３年 ２月 ８日 
平成１５年 ２月 ３日（月） 福山市 １市２町 編入 平成１４年 １月２１日 
平成１５年 ３月 １日（土） 廿日市市 １市１町１村 編入 平成１４年 ４月 １日 
平成１５年 ４月 １日（火） 静岡市 ２市 新設 平成１０年 ４月 １日 
平成１５年 ４月 １日（火） 新居浜市 １市１村 編入 平成１４年 ４月 １日 
平成１５年 ４月 １日（火） 呉市 １市１町 編入 平成１４年 ４月 ４日 

 
２ 今後、合併が予定されている事例 

合 併 期 日（予定） 協議会の名称 合併関係市町村数 合併方式 法定協議会設置期日 
平成１６年１１月 １日（月） 西条市・東予市・丹原町・小松町合併協議会 ２市２町 新設 平成１４年１０月 １日 
平成１６年１１月 １日（月） 鹿児島地区合併協議会 １市５町 編入 平成１５年 １月２４日 
平成１７年 １月 １日（土） 高知市・鏡村・土佐山村合併協議会 １市２村 編入 平成１５年 １月２４日 
平成１７年 １月 ４日（火） 長崎地域合併協議会 １市６町 編入 平成１４年１０月 １日 
平成１７年 ３月２２日（火） 丸亀市・綾歌町・飯山町合併協議会 １市２町 新設 平成１５年 ４月 １日 
平成１７年 ７月 １日（金） 天竜川・浜名湖地域合併協議会 ３市８町１村 編入 平成１５年 ９月２９日 
平成１７年１０月 １日（土） 加賀市・山中町合併協議会 １市１町 新設 平成１５年１０月２１日 
平成１７年１０月１１日（火） 観音寺市・大野原町・豊浜町合併協議会 １市２町 新設 平成１６年 ４月 １日 

   

（資料２） 
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協議第３号  

 

   市の名称（協定項目第３号）について  

 

 市の名称（協定項目第３号）を次のとおり決定することについて、協議を求

める。  

 

  平成１６年６月２日提出  

 

            高松市・庵治町合併協議会会長 増 田 昌 三  

 

協定項目  第３号  市の名称について  

  
 市の名称は、高松市とする。  

 

 

  平成  年  月  日 確認  
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協議第４号  

 

   市の事務所の位置（協定項目第４号）について  

 

 市 の 事 務 所 の 位 置 （協 定 項 目 第 ４ 号 ） を 次 の と お り 決 定 す る こ と に つ い  

て、協議を求める。  

 

  平成１６年６月２日提出  

 

            高松市・庵治町合併協議会会長 増 田 昌 三  

 

協定項目  第４号  市の事務所の位置について  

 
 市の事務所の位置は、高松市番町一丁目８番１５号とする。  

 

 

  平成  年  月  日 確認  
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５ その他  

 

 (1) 市町合併の手続の概要について 

   別紙１のとおり 

 

 (2) 高松市・庵治町の主なデータ等について 

   別紙２のとおり 

 

(3) 高松市・庵治町合併協議会会議の開催予定について 

  ア 第２回会議  

   (ｱ) 日時 平成１６年７月２日（金）午前１０時３０分 

   (ｲ) 場所 庵治町役場 １階 １０５会議室 
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市町合併の手続の概要  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市  
 
町  合併に関する事前協議等  

住民発議（合併協議会設置請求）による
手続きもある  

市議会：合併協議会設置の議決  町議会：合併協議会設置の議決  

（法定）合併協議会の設置  

・協議会設置について知事に届出  
・協議会規約等の告示  

構成  
・首長・助役等  
・議会議長・議員等  
・学識経験者 など  

  合併に係る協議    市町村建設計画に係る協議  
（協議事項）     （都市づくりの考え方、事業計画等）  
・合併の期日・方式         ・計画案について知事に事前協議  
・合併特例法の特例措置の適用    ・知事から協議に対する回答  
・各種制度・事務事業の取り扱いなど ・計画を定め知事に正式送付  

 ・知事から総務大臣に計画を送付  

市議会：合併の議決  町議会：合併の議決  

協
議
成
立 

合併申請書の作成（関係市町）  

《 合 併 議 決 と 同 時 か そ れ 以 前 に 行 う 議 決 》  
議員の定数・在任特例、農業委員会委員の任
期 等 の 特 例 、 財 産 処 分 、 地 域 審 議 会 の 設 置  

知  事  

県議会の議決  

知事の決定  

総務大臣告示（合併の効力発生）

総務大臣への届出  

（別紙１）  
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（別紙２）  
高松市・庵治町の主なデータ等  

 
項   目 高 松 市 庵 治 町 備    考 

市・町制施行 明 23.2.15 昭 43.4.1  

市・町の花 つつじ あじさい  

市・町の木 黒松 くすのき  

面   積 194.34  15.83  平成１６年４月１日現在 

総 人 口 332,865 人 6,663 人 
平成１２年１０月１日 
国勢調査 

１５歳未満 
（割 合） 

50,107 人 
（15.1％） 

786 人 
（11.8％） 

１５～６４歳 
（割 合） 

223,684 人 
（67.2％） 

4,189 人 
（62.9％） 

人 
 

口 

６５歳以上 
（割 合） 

58,609 人 
（17.6％） 

1,688 人 
（25.3％） 

世 帯 数 131,370 世帯 2,032 世帯 

人口密度（１ ） 1,712.9 人 420.9 人 

総  計 164,563 人 3,306 人 

第１次産業 
（割 合） 

5,534 人 
（3.4％） 

374 人 
（11.3％） 

第２次産業 
（割 合） 

34,862 人 
（21.2％） 

1,298 人 
（39.3％） 

第３次産業 
（割 合） 

123,127 人 
（74.8％） 

1,626 人 
（49.2％） 

産
業
別
就
業
人
口 

区分不能 
（割 合） 

1,040 人 
（0.6％） 

8 人 
（0.2％） 

 

財政力指数 0.849 0.4 平成１５年度 

歳出決算額 
（住民１人当たり） 

112,398 百万円 
（336 千円） 

2,512 百万円 
（379 千円） 

平成１４年度決算 
（普通会計） 

議員数 40 人 12 人  

職員数 3,287 人 79 人 平成１６年４月１日現在 

※年齢３区分人口については、年齢不詳を除く。  


